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第 8章 重要事項説明 
 

１節 重要事項の説明・交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項の 

説明・交付 

契約する② にやる 

①  の義務 

交付 

お客さんの③  ＋④      

⇒電磁的方法OK 

相手が⑤  でも交付義務あり 

宅建士の⑥    

説明 

これから使う人に説明 ⑦  相手に 

説明不要。 

宅建士証の提示 
自分から提示。 

違反⇒⑧       

宅建士が説明 
専任でなくともよい 

⑨      OK 

場所は⑩       
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【答え】 １節 重要事項の説明・交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】上の解答を見ずに、以下の説明をせよ。 

1．重要事項説明の交付を電磁的方法で行うには何が必要か。 

2．重要事項の説明は誰にするのか。 

3．重要事項説明をする前に宅建士がすべきことは何か。 

 

 

 

 

 

 

 

重要事項の 

説明・交付 

契約する前にやる 

業者の義務 

交付 

お客さんの承諾＋記名に代わる措置 

⇒電磁的方法OK 

相手が業者でも交付義務あり 

宅建士の記名 

説明 

これから使う人に説明 
業者相手に 

説明不要。 

宅建士証の提示 
自分から提示。 

違反⇒10 万以下過料 

宅建士が説明 専任でなくともよい 

パート・アルバイトOK 

場所はどこでもOK 
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２節 重要事項の説明・記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスベスト(石綿) 

耐震診断の内容 

物件に 

関して 

①      の内容 

法令上の制限 

④    に関する事項 

インフラの設備状況 

⑦   の⑧    の形状 

災害に関すること 

建物のみ 

建物状況調査 

住宅性能評価を受けた 

⑭      

取引に

関して 

⑯               

契約の解除 

損害賠償額の予定・⑱     

支払金・預り金の⑲     

売買・交換 

のみ 

㉑  保全措置の概要 

金銭貸借の㉒   の内容 

㉓   の履行に関する措置 

建築・維持保全に関する書類 

割賦販売 

②     のもの 

も説明必要 

建ぺい率、容積率などは 

③    に説明不要 

⑤    に説明不要 

未整備の場合、整備の⑥  、特別の負担を説明 

図面が必要な場合は図面を交付 

既存建物。業者に調査義務なし 

調査後⑩  以内(RCは 2年)が説明対象 

業者に⑫   なし 

⑨     区域、ハザードmap 

⑪  では説明不要 

業者に⑬   なし 

⑮  では説明不要 

金銭の額と授受の⑰     

「代金・交換差益・借賃」は説明不要 

受領金額が⑳  未満の場合、説明不要 

保証委託契約の概要 

 

保証委託契約の概要 

 

共通 

事項 
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【答え】 ２節 重要事項の説明・記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスベスト(石綿) 

耐震診断の内容 

物件に 

関して 

登記された権利の内容 

法令上の制限 

私道負担に関する事項 

インフラの設備状況 

未完成物件の工事完成時の形状 

災害に関すること 

建物のみ 

建物状況調査 

住宅性能評価を受けた 

新築住宅 

取引に

関して 

代金・交換差金・借賃以外 

契約の解除 

損害賠償額の予定・違約金 

支払金・預り金の保全措置 

売買・交換 

のみ 

手付金保全措置の概要 

金銭貸借のあっせんの内容 

担保責任の履行に関する措置 

建築・維持保全に関する書類 

割賦販売 

抹消される予定のもの 

も説明必要 

建ぺい率、容積率などは 

建物賃借人に説明不要 

建物賃借人に説明不要 

未整備の場合、整備の見通し、特別の負担を説明 

図面が必要な場合は図面を交付 

既存建物。業者に調査義務なし 

調査後1年以内(RCは2年)が説明対象 

業者に調査義務なし 

防災・災害警戒区域、ハザードmap 

貸借では説明不要 

業者に診断義務なし 

貸借では説明不要 

金銭の額と授受の目的 

「代金・交換差益・借賃」は説明不要 

受領金額が 50 万未満の場合、説明不要 

 

保証委託契約の概要 

 

保証委託契約の概要 

 

共通 

事項 
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管理の内容は説明不要 

 
ペット、楽器など 

「案」があれば説明 

所有権・借地権など 

 

「案」があれば説明 

 
特定の者の名前は不要 

「案」があれば説明 

特定の者の名前は不要 

「案」があれば説明 

⑦  額 

⑧  額 

記録がなければ「⑨  」と説明 

滞納額 

区分所有

のみ 

①     の氏名・住所 

専有部分の用途・②   の規約 

売買・交換 

のみ 

敷地に関する③  の内容 

④   に関する規約 

特定の者にのみ⑤    規約 

修繕積立金の規約 

費用を特定の者にのみ⑥  する規約 

建物の修繕維持 

通常の管理費用 

期間の定めがない場合は「「⑩    」と説明 

ペット・楽器禁止 

⑪       

滞納家賃へ充当 

原状回復費用へ充当 

賃貸借 

のみ 

契約期間・更新 

用途・利用制限 

管理の委託先 

⑫   の清算 

建物 

のみ 

設備の整備状況 

⑬    賃貸借 

土地 

のみ 

⑭        

契約終了時の宅地上の⑮      
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重要事項の内容は、上記の穴埋めを基礎として、 

過去問を中心に覚えていくのが良い。丸暗記は非効率この上ないのでやめた方が良い。 

 

管理の内容は説明不要 

 
ペット、楽器など 

「案」があれば説明 

所有権・借地権など 

 

「案」があれば説明 

 
特定の者の名前は不要 

「案」があれば説明 

特定の者の名前は不要 

「案」があれば説明 

積立額 

滞納額 

記録がなければ「ない」と説明 

滞納額 

区分所有

のみ 

管理の委託先の氏名・住所 

専有部分の用途・利用制限の規約 

売買・交換 

のみ 

敷地に関する権利の内容 

共用部分に関する規約 

特定の者にのみ使用を許す規約 

修繕積立金の規約 

費用を特定の者にのみ減免する規約 

建物の修繕維持 

通常の管理費用 

期間の定めがない場合は「定めがない」と説明 

ペット・楽器禁止 

氏名・住所 

滞納家賃へ充当 

原状回復費用へ充当 

賃貸借 

のみ 

契約期間・更新 

用途・利用制限 

管理の委託先 

敷金の清算 

建物 

のみ 

設備の整備状況 

定期・終身賃貸借 

土地 

のみ 

定期借地権 

契約終了時の宅地上の建物取壊し 


